
 

 

自治組織の活性化を目指して！ 
自治会・町内会への補助メニュー 

 

 

 

まちが生き生きと輝くためには、そこで暮らす人々や自治組織が生き生きと

輝くことが何よりも大切です。そのためには、自治組織がそれぞれの地域の特

色を生かして自主的なコミュニティ活動を推進し、安心で安全な心ふれあう豊

かな地域環境をつくっていくことが重要です。 

このパンフレットには、地域の特色を生かした自主的なコミュニティ活動を

推進していくための自治組織に対する補助メニューが掲載されています。 

これらの制度を十分に活用して、暮らしやすいまちづくりを進めていきまし

ょう。 

 

補 助 金 の 種 類  担当課 お問い合わせ 

地域集会所設置費補助金      （事例１、２） まちづくり 

企 画 課 
電話 482・0612

地域コミュニティ活動推進事業補助金（事例３） 

子ども広場等整備費補助金     （事例 4） 建設農林課 電話 482・0614

環境衛生改善事業補助金      （事例 5） 町 民 課 電話 482・0613

防犯灯設置費補助金        （事例 6） 

総 務 課 電話 482・0611
自主防犯活動団体支援事業補助金  （事例 7） 

防犯カメラ            （事例 8） 

自主防災組織補助金        （事例９） 

 

平成 2８年４月 

早  島  町 

資料 No.３-1 



事例１ 

 

 

この補助

補助額は

 

 

 

 

 

 

 

対象となる

補

助

対

象

品

目

机

座

椅

保

黒

Ｃ

座

時

その他の品

 

事例 2 

 

 

 

このメニ

する経費の

補助率と

例を確認い

 

 

 

 

 

 

 

公民館に

助は、自治会

は、備品等の

る備品の例 

机 

座机 

椅子 

保管庫（棚）

黒板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞ

ＣＤラジカセ

座布団 

時計 

品目について

公民館の

ニューは、自

の一部を補助

と限度額は内

いただき、ご

購入

修繕

ただ

例）

■椅

 2,

 ⇒

■椅

 ⇒

例）

■既

修

修

■公

経

にイスを備

会等が設置す

の購入・製作

 

ﾞｰﾄﾞ） 

セ 

ス

扇

コ

コ

印

カ

流

調

ては、町長が

のトイレを

自治会等が設

助するもので

内容により異

ご不明な点に

入費（製作の

繕費の 1/3

だし、10 万

 

椅子 6脚を購

000×6＝12

⇒ 4,000 円を

椅子 6脚を製

⇒ 3,000 円を

 

既存集会所の

修繕工事 60

修繕工事  8

公民館新築で

経費 20,000,0

⇒ 4,500,

備え付ける

する地域集会

作実費の合計

ストーブ 

扇風機 

コンロ 

コンロ台 

印刷機（コピ

カーペット

流し台 

調理台 

が各自治会等

を改修した

設置する地域

です。 

異なります。

についてはご

の場合は材

を補助しま

万円以上の修

入 

,000 円 

を補助 

作（材料費

を補助 

修繕 

0,000 円 ⇒

0,000 円 ⇒

経費が 20,0

000 円×1/2

000 円を町が

る 

会所の備品購

計額に 1/3

ピー機）

（畳上敷）

等の活動を実

たい 

域集会所の整

。次ページの

ご相談くださ

1 

材料費）の

ます。 

修繕に限り

9,000 円）

⇒ 200,000

⇒ 補助対象

000,000 円の

＝10,000,00

が補助 

購入に対し

を乗じた額

テレビ 

ビデオデッ

暗幕 

カーテン 

掃除機 

冷蔵庫 

拡声器 

エアコン 

実施するうえ

まちづくり

整備に要

の対象事

さい。 

1/3 を補助

ます。

円を町が補

象外となりま

の場合 

00 円＞補助限

て行なわれ

額（千円未満

キ 

えで必要と

り企画課（電

助します。 

補助します。

ます。 

限度額 4,50

れるものです

満切捨）とな

湯沸器 

ワープロ 

パソコン 

掲示板 

畳 

ソフトボー

グラウンド

その他 

認めるもの

電話 482・

 

0,000 円 

す。 

なります。

ール用具 

ドゴルフ用具

のとします。

0612）

具



対象となる

区 

集
会
所
を
取
得 

集会

既存

とし

既存

修繕

集会所を増

既存集会所

（10 万円

既存集会

を接続 

表の①によ

れます（千

 

事例 3 

 

 

 

この補助

るものです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る事例 

   分 

会所を新築、

存建築物を集

して購入 

存建築物を購

繕 

増築 

所を修繕 

円以上） 

会所に公共下

より計算され

千円未満切捨

自治会で

助は、自治会

す。 

例）

自

※

自

経費

ただ

改築 
本体

理

集会所
購

購入し
購

本体

理

工事

下水道 給

1/

れた額と②

捨）。 

で新しくイ

会等が自主的

グラウンド

治会で開催

※限度額があ

治会：経費

⇒100,000 円

費の 1/2 を

だし、各自

①補

体工事、附

に要する経

入実費の 1

入実費及び

体工事、附

に要する経

事実費に要

排水衛生設

/2 

②の補助限度

イベントを

的に実施する

ゴルフ大会

 経費 50,0

ります 

400,000 円

円を町が補助

補助します

治会、1 事

補助率（千円

附帯設備工事

経費の 1/2

/2 

び工事実費の

附帯設備工事

経費の 1/3

要する経費の

設備工事、検

度額を比較し

を開催す

る地域コミュ

2 

を開催する

000 円×1/2＝

×1/2＝200,

助 

す。（1 事業

事業のみ補助

円未満切捨て

事、周辺整備

の合計額の 1

事、周辺整備

の 1/3 

検査手数料に

して、いずれか

まちづくり

する（一部

ュニティ活動

＝25,000 円

000 円＞補助

業につき上限

助率 1/3 で

て） 

備工事、設計

/2 

備工事、設計

に要する経費

か低い額が

り企画課（電

部、変更し

動に要する

⇒25,000

助限度額 10

限 10 万円、

で継続できま

②補

計監
45

45

45

計監
25

15

費の
50

が補助金とし

電話 482・

しました）

経費の一部

円を町が補助

0,000 円 

、3 回まで

ます。 

補助限度額

50 万円 

50 万円 

50 万円 

50 万円 

50 万円 

0 万円 

して交付さ

0612）

 

部を補助す

助 

） 



対象となる

対象事業

地域住民の
生活充実の
ための事業

地域の活性
化、地域問
題解決のた
めの事業 

組織の運営
に関する事
業 

その他 

※事業実施
※1 事業に
補助率１／
※事業実施

のバス等

 

 

 

 

る事例 

業 事

の
の
業 

地域住
術活動 

地域住
ツ及び
ション活

地域住
び趣味
動 

性
問
た

地域の
充実に関

地域の
関する活

地域文化
統文化の
に関する

地域の
備充実
動 

青少年
に関する

営
事

ミニコミ
 

町長が
認めた事

施に要した経
につき、3 年
／３で継続で
施に要した経
等の借料は除

事業内容 

民の文化芸

民のスポー
レクリエー

活動 

民の学習及
に関する活

健康福祉の
関する活動 

安全確保に
活動 

化の充実、伝
の継承・保存
る活動 

生活環境整
に関する活

の健全育成
る活動 

ミ紙の発行 

特に必要と
事業、活動 

経費に補助率
年間を補助限
できます） 
経費のうち、
除きます。 

芸 文化祭・

ー
ー

スポーツ
運動会・
ークラリ

及
活

各種講座
動の支援

の 介護実習
ビス・健
健康づく

に 地域巡回
どの作成
設置・安
等 

伝
存

コミュニ
分等季節
起こしや

整
活

花いっぱ
ツリーの
景観整備
推進 

成 啓発講演
スマス会
地域での

自治会報
ージの開

と  

率を乗じた額
限度としま

食糧、販売

具  体

音楽会・映

ツ、レクリエ
オリエンテ

リー等 

座、講習会の
援等 

習会・子育て
康づくり教室

くりの推進に

回活動・安全
成・フェンス
安全教室や応

ニティ祭り、
節の行事、歴
や解説板の設

ぱい運動、街
の維持管理、
備、ごみ減量

演会、児童文
会・人形劇な
の夜間補導・

報や記念誌の
開設等にかか

額（千円未満
す。（ただし

売に係る原材

3 

 例 

映画会・絵画

エーション大
テーリング・

の開催・クラ

て支援・給食
室・啓発講演

に関する事業

全マップ、看
スなど安全施
応急処置の講

七夕・月見
歴史文化財の
設置等 

街路樹・シン
啓発看板の

量化とリサイ

文庫の設置、
などのイベン

あいさつ運

の発行、ホー
かる経費等 

満切捨）。
し、各自治会

材料費、賞

まちづくり

画展等 謝礼
印刷製
借料 

大会・
ウォ

ブ活

食サー
演会・

業等 

看板な
施設の
講習会

謝礼
印刷製
借料

見・節
の掘り

謝礼
印刷製
借料 

ンボル
の設置

クル

クリ
ント、
運動等

ームペ 謝礼
費・通

 

会、1 事業

品等に係る

り企画課（電

対 象 経

・消耗品費
製本費・通信

同上 

同上 

同上 

・消耗品費
製本費・通信
・工事費 

・消耗品費
製本費・通信

同上 

同上 

・消耗品費
通信運搬費 

のみ期限を

経費、親睦

電話 482・

経 費 

・会議費・
信運搬費・

・会議費・
信運搬費・

・会議費・
信運搬費・

・印刷製本

を撤廃し、

睦旅行など

0612）



事例 4 

 

 

 

自治会等

補助するも

 

 

 

 

 

 

対象となる

対象構

フ ェ ン

遊  具

※補助金の

当する額

事例 5 

 

 

 

 

 

自治会等

補助するも

 

 

 

 

 

 

 

子ども広

等が行う子ど

ものです。 

る事例 

補助対象経

造物 対

ン ス 
設

移

 類 
設

移

の額は、補助

額が交付され

ごみステ

等が行う環境

ものです。 

経費

15 万

ただ

経費の

ただ

例）

15

55

40

15

例）子

経費 6

 ⇒5

広場の遊具

ども広場等

経費 

対象整備種

設置、修繕、

移設、撤去 

設置、修繕、

移設、撤去 

助基本額（5

れます。ただ

テーション

境衛生事業

費のうち 15

万円を超え

だし、補助に

の 1/2 を補

し、補助に

ステーショ

50,000 円まで

50,000 円－1

00,000 円×1

50,000 円＋2

⇒250,000 円

子ども広場の

600,000 円＞

500,000 円×

具が壊れた

等の整備に要

標準
別 

 
一

 
一

50 万円）と

だし、特に町長

ンを新設

業の実施に要

5 万円まで

える額につい

には上限が

補助します

には上限が

ンの新設に、

では全額町が

150,000 円＝

1/2＝200,00

200,000 円＝

円を町が補助

の遊具の修繕

＞補助基本額

×1/2＝250,0

た（担当

要する経費の

準数量 

一式 設

一式 設

補助事業に

長が必要と

（修繕）

要する経費の

 

4 

は全額 

いては、1/

があります

。 

あります。

、550,000 円

が補助 

＝400,000 円

00 円 

＝350,000 円

助 

繕に、600,00

額 500,000 円

000 円 ⇒25

課が変更

の一部を

設置の場合は

設置の場合は

に要した経費

認める場合

 建

したい 

の一部を

/2 を補助し

。 

 

円。 

 

＞補助限度額

00 円 

円 

50,000 円を町

更しました

備  

は、耐用年数

は、耐用年数

費とのいずれ

合は全額とし

建設農林課

します。 

額 250,000 円

町が補助 

た） 

考 

数を 10 年

数を 10 年

れか低い額の

します（千円

（電話 482

円 

とする。 

とする。 

の 1/2 に相

未満切捨）。

・0614）

相

 

 



 

対象となる

区 分

下水道 

ゴミステ

ン及びリ

ルステーシ

自治会等

する清掃器

※補助額は

額を比較

との協議

 

 

事例 6 

 

 

自治会等

 

 

 

 

平成 2

ＬＥＤ灯

減少や電

 
 

 

 

る事例 

分 

ーショ

サイク

ション 

が購入

器具 

は、事業の実

較して、いず

議により決定

防犯灯を

等が行う防犯

ただし

町が負

 

27 年度よ

灯を設置いた

電気代につい

経費

例）

20

⇒

単 位 

1 カ所 

１カ所 

１ 式 

１ 式 

１ 台 

実施に要した

ずれか低い額

定します。 

を設置した

犯灯の設置に

し、防犯灯を

負担します。

り新たに防

たします。従

いてもメリッ

費の 1/2 を補

防犯灯の設

0,000 円×1/

⇒10,000 円を

補助

共同下水溝

設置費 15

150,000

ネット、シ

1/2 

スコップ、

散紛器、草

た経費（補助

額が交付され

たい 

に要する経費

を電柱以外に

 

防犯灯を設置

従来の蛍光灯

ットがありま

補助します

置に、20,00

/2＝10,000

を町が補助

助対象品目及

溝の底張り材

50,000 円

円を超える

シート等ステ

ホーキ、く

草刈機等の 1

助率があるも

れます。なお

費の一部を補

に設置する場

置する場合は

灯と比べると

ますので、ご

5 

す。 

00 円。 

円 

及び補助率

材料費 

まで 10/1

る金額 1/2

テーション必

くわ、鎌等の

/2 

ものについて

お、品目の補

 町

補助するもの

場合に、支柱

は、環境負荷

と設置費用が

ご理解よろ

 総

0 

必需品の

の 1/2 

ては、率を乗

補助数量につ

町 民 課

のです。 

柱などを設け

荷が少なく、

が若干高くな

しくお願い

総 務 課

補助限

50,00

250,00

20,00

10,00

35,00

乗じた額）

ついては、

（電話 482

ける経費に

、省コストで

なりますが

いたします

（電話 482

限度額 

00 円 

00 円 

00 円 

00 円 

00 円 

と補助限度

各自治会等

・0613）

ついては、

で長寿命の

が、球切れの

す。 

・0611）

度

等

 

の  

の

 



 

 

事例 7 

 

 自治会等

補助するも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる

補助対象品

補助額は

額と補助限

 

事例 8 

 

 

 

自治会等

 

 

 

 

 

 

 

対象となる

  犯罪の

のである

て管理・

例）

3

※

4

自主防犯

等が行なう防

ものです。 

る備品の例 

品目 ジ

は、防犯活動

限度額 10 万

防犯カメ

等が行なう防

る防犯カメラ

の防止の目的

ること。また

運用がなさ

経費

例）

60

⇒

※

経

＞

⇒

１台

上限

）１台の設置

300,000 円×

※限度額があ

１台の設置

400,000円×

⇒300,0

犯活動の備

防犯活動を

ジャンパー、

動に使用する

万円のいずれ

メラを設置

防犯カメラの

ラの要件 

的で、不特定

た、岡山県策

されることな

費の 1/2 を補

防犯ベスト

0,000 円×1/

⇒30,000 円を

※限度額があ

経費 300,000

＞補助限度額

⇒100,000 円を

台につき設置

限があります

置経費に、3

×9/10＝270,

あります 

置経費に、4

×9/10＝360,

000 円を町が

備品が欲

を支援するた

ベスト、腕

る資材等の購

れか低い額と

置したい

の設置に要す

定多数の者が

策定の「防犯

などの要件が

補助します

作成に、60,

/2＝30,000

を町が補助

ります 

円×1/2＝15

100,000 円

を町が補助

置経費の 9

す（１台に

00,000 円。

000 円 ⇒2

00,000 円。

000円 ＞ 補

が補助 

しい 

ため、経費の

腕章、懐中電

購入に要する

となります

する経費の一

が利用する道

犯カメラの設

があります。

６ 

す。 

,000 円。 

円 

50,000 円 

9/10 を補助

につき３０万

 

270,000 円を

 

補助限度額3

の一部を 

電灯、拡声器

る経費（消耗

（千円未満切

 総

一部を補助

道路、公園、

設置及び運用

。詳しくは、

 総

助します。た

万円）。 

を町が補助

300,000円

器、青色回転

耗品費、備

切捨）。 

総 務 課

するもので

、駐車場、駐

用に関するガ

、事前にご

総 務 課

ただし補助

転灯など 

備品）に 1/2

（電話 482

です。 

駐輪場等を

ガイドライ

ご相談くださ

（電話 482

助には

2 を乗じた

・0611）

撮影するも

ン」に沿っ

さい。 

・0611）

た

 

も

 



 

事例９ 

 

 

 

 

 

自主防災

ものです。

なります（

平成 27

 

 

 

 

 

 

対象となる

事

防災研修会

防災訓練等

防災資機材

防災リーダ

※対象事業

 

 

自主防災

災組織が事業

補助額は事

（千円未満切

7 年度より 1

る事業の例 

事 業 名 

会等開催事

等実施事業 

材整備購入

ダー養成事

業に該当する

組織

経費

ま

例）

※

災組織を立

業を実施す

事業を実施す

切捨）。 

10 万円以下

業 
①自

②自

自主

図上

※

事業 

自主

※

業 

自主

を補

※

るかなど事前

織の設立及び

費の 3/4 を補

また、補助に

防災訓練に

防災資機材

120,000 円

※補助限度額

立上げた

る際の経費

する経費に

下の事業も対

自主防災組織

自主防災組織

主防災組織が

上訓練等）を

※訓練で使用

ついても補

主防災活動に

※利用後 5

とができま

主防災組織の

補助する事業

※講座受講料

織へ補助し

前にご相談く

び活動の活

補助します

には上限が

に使用する担

材の整備に、

×3/4＝90,

額は 500,000

い、活性

費の一部を補

3/4 を乗じ

対象とします

事    

織が防災に関

織が防災研修

が行う防災訓

を実施する事

用した消火器

補助を行いま

に必要な簡易

年間は、こ

ません。 

の構成員が

業 

料、試験受講

します。 

ください。

 

７ 

活性化を図

す。 

があります

担架など、 

120,000 円。

000 円 ⇒9

円 

性化したい

補助する

じた額と

す。 

業   

関する知識の

修会や講演会

訓練等（防災

事業 

器、バール、

ます。 

易資機材倉庫

この事業によ

防災士資格

講料、登録料

 総

るための

。 

。 

90,000 円を町

い 

 内   

の普及啓発

会等を実施

災資機材を使

はしご、担

庫等を購入

よる資機材購

格を取得する

料（60,92

総 務 課

町が補助

 容 

を図る事業

する事業 

使った防災訓

担架など資機

する事業 

購入の補助を

るために必要

20 円）を自

（電話 482

業 

訓練、災害

機材購入に

を受けるこ

要な受講料

自主防災組

・0611） 



―― 補助の手続きの方法 ―― 

 

事前にご相談いただくと、手続きがスムーズです！ 

 

 

①申請書を提出    ・・・・・事業計画書、見積書など添付書類が必要です 

 

 

 

②事業に着手し、完了 ・・・・・事業内容を撮影してください 

 

 

 

③実績報告書を提出  ・・・・・領収証書、写真など添付書類が必要です 

 

 

 

④補助金請求書を提出 

 

 

⑤補助金の振込み   ・・・・・請求書提出から 10 日程度 

 
8 

補助金交付決定通知書が届きます。 

補助金確定通知書が届きます。 

振込通知書が届きます。 



そのほか

 

次の補助

 

①自治会等

自治会等

年 2 回（5

 

 

②自治会等

町広報紙

治会等へ支

 

 

③リサイク

自主的に

キログラム

交付対

紙類・布類

金属類・ペ

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かの補助メ

助金について

等活動推進費

等の活動を支

5 月、11 月

等活動推進費

紙の配布謝礼

支払われます

クル推進事業

に資源回収を

ムあたり 6 円

対象品目 

類・ビン類

ペットボト

メニュー 

ては、申請の

費補助金 

支援するため

月）に分けて

費補助金（広

礼として支払

す。 

業補助金 

を実施してい

円を、年 2

・

ル

資源ご

円を乗

（10 月

の必要はあり

【対象：全自

めに交付され

て支払われま

広報紙配布分

払われるもの

【対象：自主

いる自治会等

回に分けて

ごみ回収日に

じた額を、

月から 3 月

 

りません。

自治会等】

れるもので

ます。年度末

分） 【対象

のです。配布

主的に資源

等に対して交

て交付します

報

に回収された

上半期（4

月までの実施

9 

す。人口、

末に実績報告

 まちづ

象：全自治

布実績に応

 まちづ

回収活動を

交付される奨

す。 

 奨  金

た資源ごみ

月から 9 月

施分）の 2 回

世帯数等に

告書を提出

づくり企画課

治会等】 

じて、年度の

づくり企画課

行っている

奨励金です

金  額 

の重量に、1

月までの実施

回に分けてお

 町 民

により算出さ

していただ

課(電話 482

の終わりに

課(電話 482

る自治会等】

す。回収した

1 キログラム

施分）と下半

お支払いしま

民 課(482

された額が、

だきます。

2・0612)

まとめて自

2・0612)

 

資源ごみ１

ム当たり 6

半期 

ます。 

2・061３)

 

 

 


